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インドネシア現地拠点支援アドバイザー業務委託仕様書・募集要領 

 

１ 委託業務の名称 

インドネシア現地拠点支援アドバイザー業務 

 

２ 業務目的 

平成２２年から（公財）東京都中小企業振興公社（以下公社）は都内中小企業の海外への

販路開拓を支援している。インドネシアへの展開を図る都内中小企業をサポートする体制を

整備するために、現地において経営相談、最新の現地情報提供、都内中小企業の情報発信、   

ビジネスマッチング等の業務を実施する現地拠点支援アドバイザーを設置する。 

 

３ 委託業務内容 

 （１）相談業務 

次の事項について、都内中小企業からの相談に対応する窓口設置、及びインドネシア

に関する専門的知見に基づく助言の提供。相談窓口は、案件に適した人材を１名選任し、

配置を行うこと。（平日週５日） 

ア 貿易、投資に関する全般的な相談 

イ 現地でビジネスを展開する上での全般的な相談 

ウ 現地情報の提供 

 

 （２）取引候補企業の紹介業務 

     インドネシアにおける都内中小企業の取引拡大を支援するため、ビジネスマッチング

の相手先企業の発掘・紹介に要する業務の提供。（想定リスト作成件数、企業訪問・視察

サポート想定件数、それぞれ月１件程度） 

    ア 紹介先のリスト作成 

    イ 公社の求めに応じ、企業訪問・視察のためのサポートの実施 

 

 （３）展示会出展支援業務 

     インドネシアで開催され公社が出展する展示会「Manufacturing Indonesia 2017 （平

成２９年１２月６日～９日）」における、出展企業の商談サポート業務の提供。（出展企

業件数、１５社） 

 

（４）ＰＲ業務 

     次の事項に関する、新聞・雑誌・ウェブ等に広告を掲載することその他の方法による

ＰＲ業務。 

    ア インドネシア現地拠点支援アドバイザーの利用促進 

    イ 都内中小企業製品のインドネシアでの認知度向上 
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（５）現地情報発信業務 

     公社と受託者が協議の上、都内中小企業にとって有益と判断した現地の最新情報等に

関するレポートの作成。（想定発信数、月１回） 

 

（６）情報交換及び情報提供 

     公社と受託者の情報交換のため、適宜スカイプ等を利用した会議を実施する。また、

公社から現地情報に関する問い合わせがあった場合には、可能な限り迅速に対応する。 

       

（７）専門家の活用 

受託者は、本件業務を遂行するに当たって、公社又は都内中小企業からの要望に合致

した、現地情報に詳しい各種ビジネス専門家を活用することが出来る。 

  

（８）相談窓口の開設 

    ア 設置場所 

（ア）ジャカルタ特別市内にある受託者のオフィス内とする。 

（イ）オフィス内に「東京都中小企業振興公社インドネシアビジネスサポートデスク（仮

称）」であることがわかる看板を常時設置する。 

（ウ）看板の設置場所及び記載内容については、別途協議の上定める。 

 

    イ 業務日及び業務時間 

     窓口の業務日時は、以下を除くインドネシア現地時間の午前９時から午後５時とする。 

    （ア） 土曜日及び日曜日 

    （イ） インドネシアの祝日に関する法律に規定する休日 

    （ウ） 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

ウ 相談窓口開設時期 

平成２９年６月３０日（予定） 

 

エ その他 

    問い合わせ対応の専用電話番号、専用 E-mailアドレスを用意する。 

 

（９）実績報告 

    受託者は、本件業務の実施に当たって、月次の業務実施報告書を作成し、公社に提出す

るものとする。なお、様式及び具体的な記載内容、提出期限については、別途公社と協議

の上定める。 
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４ 受託者選定方法（プロポーザル方式業者選定） 

   上記「３ 委託業務内容」を効果的に実施するための提案を以下の条件で行うこと。 

 

（１） 上限価格 

当業務の上限委託費は 7,900,000円（税込）とする。 

 

（２） 受託者選定の流れ 

① 公募 

② 指名業者への通知 

③ 企画提案書提出 

④ 審査会 

※企画提案書に基づく書類審査を予定 

⑤ 受託業者の決定 

 

（３） 応募方法 

    受託応募者は、希望票、受託実績等記入一覧表、法人の概要又は組織体制に関する書類

（会社パンフレット等）、法人の実在が証明できる書類（登記事項証明書の写し等）、関連

業務での実績を証明できる書類（落札証明書、業務報告書等）、企画提案書、見積書を、そ

れぞれ以下のとおり公社に提出しなければならない。この他、公社が必要と認める場合は、

この他の書類を適宜提出することとする。 

 

ア 希望票、受託実績等記入一覧表、法人の概要または組織体制に関する書類、法人の 

実在が証明できる書類 

・提出期限 平成２９年４月２６日（水）日本時間 15:00 

・提出先 「１１ 応募先・質問送付先」に記載のとおり 

     ・提出方法 持参、郵送または以下電子メール（ＰＤＦで添付） 

※電子メールアドレス：ttc@tokyo-kosha.or.jp 

※郵送の場合は、期限までに到着するように発送すること 

     ・受領連絡 受領後、公社より電話または電子メールで行う。 

 

    イ 企画提案書、見積書 

・提出期限 平成２９年５月１７日（水）日本時間 15:00 

・提出先  上記４（３）アの提出先と同じ 

・提出部数 書面の場合は７部、電子メールの場合は１部 

     ・提出方法 上記４（３）アの提出方法と同じ 

     ・受領連絡 上記４（３）アの受領連絡と同じ 

 

mailto:ttc@tokyo-kosha.or.jp
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     ・その他  ①提案書の２ページ目以降、見積書には自社名・ロゴを記載しないこと 

           ②提案書は１社１種類とすること 

 

５ 審査結果の通知  

   審査後速やかに審査結果を通知する。  

 

６ 受託者の責務  

    ア 受託者は、別途公社との間で委託契約を締結する。  

イ 運営体制及び緊急時の連絡体制を整備すること。  

    ウ 受託者は、関係法令等を遵守し、準備作業、運営管理に伴い生じる義務（安全確保義

務を含む。）及び責任はすべて受託者の負担において措置すること。  

エ 受託者は、受託者が変更となった場合には、公社の指定する者に対して委託期間内に

文書で業務引継ぎ及び公社が提供したものの引渡しを行うとともに、本業務に支障が

生じないようにすること。 

オ 常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況について確認のう

え適宜報告すること。  

カ 受託者は、この契約の履行により知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約

の解除及び期間満了後においても同様とする。 

キ 受託者は、個人情報について、個人情報保護（別紙３）に関する特記事項を遵守しな

ければならないものとする。 

 

７  応募に係る経費負担  

応募者の負担とする。また、提出書類は返却しない。   

 

８  著作権等 

  この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

（１）受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、 

著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利（以下「著作者

人格権」という。）を有する場合においてもこれを行使しないものとする。 

ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

（２）（１）の規定は、受託者の従業員、この仕様書の規定により再委託された場合の再委託先

又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 

（３）（１）及び（２）の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終

了後も継続する。 
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（４）受託者は、納入物に係る著作権法第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利（以下「著作権」

という）を委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されて

いる著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以

外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使

用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運

用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使

用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者

に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件

の適用につき協議に応ずるものとする。 

（５）（４）は、著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利の譲渡も含む。 

（６）本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、 

取扱いは別途協議の上定める。 

（７）納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた

場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するもの

とする。 

 

９  契約情報の公開 

      委託者は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関 

する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等） 

のすべて及び契約金額が 250万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。 

① 公表項目 

   契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委 

託・物品等の区分別）、契約相手方の名称、契約金額 

② 公表時期及び手法 

   決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により 

公表する。なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は、契約締結後１４日 

以内に文書にて同意しない旨申し出ることができる。 

 

１０ 暴力団排除に関する特約条項（別紙１） 

 

１１ その他 

（１）本委託業務の実施に当たっては、条例、規則関係法令等を遵守すること。 

（２）本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、その都度委託者と協議のうえ処理するもの

とする。 

（３）本委託業務の進捗状況については、定期的に報告を行うほか、委託者の求めに応じて随

時、報告や委託内容に関する資料の提供を行うこと。 
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（４）本委託業務に係る打ち合わせや会議等の記録は受託者がこれを作成し、打ち合わせや会

議等の行われた後指定の日時までに委託者に提出し承認を受けること。 

（５）受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者から引き渡された電子データ

や資料等を、委託者の承諾なく複写または複製をしてはならない。契約履行完成後は速

やかに委託者あてに返還しなければならない。 

（６）受託者は、委託業務にかかわる情報の、保管・管理に万全を期し、委託者の求めに応じ

て、安全管理体制に係る報告または資料等の提出を行わなければならない。 

（７）受託者は、本委託業務の履行に当たり、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う

旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。なお、当該文

書には、以下の事項を記載するものとする。 

① 再委託の理由 

② 再委託先の選定理由 

③ 再委託先に対する業務の管理方法 

④ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

⑤ 再委託する業務の内容 

⑥ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明記する

こと） 

⑦ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制

については特に明記のこと） 

⑧ その他委託者が指定する事項 

また、本委託業務に関する契約及び仕様に定める事項については、受託者の責任 

のもとで再委託先においても同様に順守するものとし、受託者は再委託先がこれ 

を順守することに関して一切の責任を負う。 

（８）受託者は、委託業務の実施に際しての詳細な事項及び仕様書に記載のない事項について

は委託者との協議のうえ実施すること。 

（９）委託者と受託者は、本業務委託契約締結時に、機密保持契約（委託者指定フォーム、添

付、別紙３）を締結する。 

 

１２ 応募先・質問送付先  

    公益財団法人東京都中小企業振興公社  

 事業戦略部 国際事業課  担当： 木村、朝倉、仲谷 

〒101-0024 千代田区神田和泉町１－１３ 神田和泉町ビル９階 

      TEL: 03-5822-7241 FAX: 03-5822-7240 
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別紙１ 

暴力団等排除に関する特約事項 

（暴力団等排除に係る契約解除） 

１ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和６２年１月１４日付６１財経庶第９２

２号。以下「要綱」という。）別表１号に該当する（共同企業体又は事業協同組合で

あるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。）として要綱に基づ

く排除措置を受けた場合は、催告なくこの契約を解除されても異議がないこと。また、

この場合において、損害を生じても賠償の請求はできないこと。 

２ １に定めるところによりこの契約を解除されたときは、契約保証金を納付している

場合を除き、契約金額の100分の10に相当する違約金を支払うこと。 

 

（再委託（下請負）禁止等） 

３ 要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都（以下「都」という。）の契約から排

除するよう警視庁から要請があった者（以下「排除要請者」という。）に、再委託（下

請負人には）できないこと。 

  ４ 排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表１号に該当する者を再委託（下

請負人と）していた場合は、当該契約解除の求めに応じること。また、この場合にお

いて、契約の解除を求められたにもかかわらず、正当な理由がなくこれを拒否したと

認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じられても異議がないこと。 

  ５ ４に定めるところにより契約解除があった場合は、一切の責任を負うこと。 

 

  （不当介入に関する通報報告） 

６ 契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合（再委託した者（下請

負人）が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。）は、遅滞なく公社

への報告及び警視庁管轄警察署（以下「管轄警察署」という。）への通報（以下「通

報報告」という。）並びに捜査上必要な協力をすること。  

７ ６の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」

を２通作成し、１通を公社に、もう１通を管轄警察署にそれぞれ提出すること。ただ

し、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭によ

り通報報告を行い、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を公社及び管轄警察署に提

出すること。  

８ 再委託した者（下請負人）が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく報告

するよう当該再委託した者（下請負人）を指導すること。 

９ 不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく公社への報告又は警視庁管轄

警察署への通報を怠ったと認められるときは、公社の契約から排除する措置を講じら

れても異議がないこと。 
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別紙２ 

機密保持契約書 
 

公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「委託者」という）と                

（以下「受託者」という）は、インドネシア現地拠点支援アドバイザー業務委託 (以下、本件業

務という)に必要な情報及びその取扱いについて、以下の通り契約を締結する。 

 

第１条（総則） 

１ 本契約において「機密情報」とは、委託者が開示するすべての仕様書、図面等の文書及び物

品、記録媒体を意味する。また、開示された有形無形の技術上及び業務上の情報（知識、

アイデア、構想等を含む。）、及び何が開示されたかを示す項目も含まれるものとする。 

２ 開示された情報が次の各号のいずれかに該当する場合には、第１項は適用されないものとす

る。 

(１) 開示を受けた時点で、既に自ら所有し、または第三者から適法に入手していたもの 

(２) 開示を受けた時点で、既に公知であるもの 

(３) 開示を受けた後に、開示を受けた者の責に帰すべき事由によらないで公知となったもの 

(４) 開示を受ける以前に、正当なる権利を有する第三者から機密保持の責を負わずに適法に入手したもの 

(５) 法令により開示が強制されるもの 

 

第２条（機密保持） 

１ 受託者は、機密情報を機密として厳重に保持するものとし、書面による委託者の事前の承

諾なく、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。 

２ 受託者は、書面による委託者の事前の承諾なく、委託者が開示する機密情報を、本案件に

関する応札検討の目的以外に使用してはならない。 

 

第３条（第三者への開示） 

受託者が、自己の下請業者等に委託者の開示する機密情報を開示する必要が生じた場合は、

委託者の事前の承諾を得て行うこととする。この場合、受託者は、自己の下請業者等にお

ける委託者の機密情報の管理についても、その一切の責任、或いは履行義務を負うものと

する。 

 

第４条（複写・複製の禁止） 

 受託者は、書面による委託者の事前承諾なしに、委託者が開示する機密情報の転写、複写ま

たは複製を一切行わないものとする。 
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第５条（接触者の限定） 

受託者は、機密情報に接触できる者を必要最小限の者に限定するものとし、機密情報に接

触する者にも本契約の内容を周知徹底し、これを遵守させるものとする。 

 

第６条（機密情報の返還） 

受託者は、委託者が開示した機密情報について、本案件の応札検討の目的を達した時、また

は委託者から返還要求のあった時は、受託者の責任のもと、委託者から開示された機密情

報もしくはこれを含む有体物及びその複写・複製物の全部を委託者の指示に従い速やかに返

還、あるいは廃棄もしくは記録媒体上からの削除を行うものとする。 

 

第７条（個人情報保護） 

受託者は法令等に従い、個人情報保護に関し善管注意義務を履行し、本案件で扱う個人情報

を適切に扱うものとする。また、受託者が不適切に管理を行った事による委託者及びその他

の者への一切の責任は、受託者が負うものとする。 

 

第８条（損害賠償） 

委託者は、受託者が本契約に違反し、第三者に自己の機密情報が漏洩する事が直接の原因で

損害を被った場合は、本契約の終了後においても受託者に対し直接的かつ通常損害につき、

合理的な範囲で当該損害の賠償を請求する事ができるものとする。 

 

第９条（除外項目） 

本契約の有効期間は、本契約締結の日から１年とする。但し、委託者が開示した機密情報の

返却、廃棄後においても、知り得た情報が漏洩しない様に努めるものとする。 

 

第１０条（契約の協議） 

委託者及び受託者は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定のない事項については、

法令及び商慣習による外、信義誠実の精神に基づき別途協議して解決するものとする。 
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本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、委託者及び受託者が各自署名（記名）捺印の上、

各１通を保有するものとする。 

平成  年  月  日 

 

 

 

              （委託者） 東京都千代田区神田佐久間町一丁目９番地 

                  公益財団法人東京都中小企業振興公社 

                      理 事 長  井 澤  勇 治   ○印  

 

 

              （受託者） 
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別紙３ 

個人情報の取り扱いに関する契約 
 

 

 公益財団法人東京都中小企業振興公社（以下「委託者」という）と          

              （以下「受託者」という）は、インドネシア現地拠点支援アド

バイザー業務委託（以下、本件業務という）に必要な個人情報及びその取扱いについて、以下の

通り契約を締結する。 

 

 

第１条（定義） 

本業務において、対象となる個人情報（以下、単に「個人情報」という。）は、委託

者が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報(委託者の所有する個人情

報に限らない)及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が委託

者に代わって行う委託業務の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自の

ものと明確に区分しなければならない。 

 

第２条（個人情報の保護に係る受託者の責務） 

受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、関連法令及び「東

京都個人情報の保護に関する条例」（平成2年東京都条例第113号）を遵守して取り扱

う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個

人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 

 

第３条（再委託の禁止） 

１ 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委

託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ委託者の書面

による承諾を得た場合にはこの限りでない。 

２ 前項ただし書きに基づき委託者に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれ

る情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出

しなければならない。 

 

第４条（秘密の保持） 

１ 受託者は、第３条第１項ただし書きにより委託者が承認した場合を除き、委託業務の

内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。 

２ 第３条第１項ただし書きにより、委託者が承認した再委託先についても、同様の秘密

保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。 

 

第５条（目的外使用の禁止） 

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。

また、第３条第１項ただし書きにより委託者が承認した部分を除き、契約の履行によ

り知り得た内容を第三者に提供してはならない。 
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第６条（複写複製の禁止） 

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者から引き渡された原票、資

料、貸与品等がある場合は、委託者の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。 

 

第７条（個人情報の管理） 

１ 受託者は、委託者から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの

及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保

管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならな

い。 

２ 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳

等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。 

３ 受託者は、委託者から要求があった場合には、前項の管理記録を委託者に提出しなけ

ればならない。 

 

第８条（受託者の安全対策と管理体制資料の提出） 

１ 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期す

るため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の

事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。 

 (1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理 

 (2) 委託者から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理 

 (3) 契約履行課程で発生した業務記録、成果物等（出力帳票及び磁気テープ、フロ

ッピィディスク等の磁気媒体を含む。）の作成、使用、保管管理。 

 (4) その他仕様等で指定したもの。 

２ 委託者は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受

託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。 

 

第９条（委託者の監査権） 

１ 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託

者の個人情報の管理状況に対する監査及び作業の実施に係る指示を行うことができ

る。 

２ 受託者は、委託者から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場

合には、それらの要求、指示に従わなければならない。 

 

第10条（資料等の返還） 

１ 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された原票、資料及

び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やか

に委託者に返還しなければならない。 

２ 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第７条第２項に定める個人情報の

管理記録を併せて提出し報告しなければならない。 
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第11条（記録媒体上の情報の消去） 

１ 受託者は、受託者の保有する記録媒体（磁気ディスク、紙等の媒体）上に保有する、

委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならな

い。 

２ 第３条第１項ただし書きにより委託者が承認した再委託先がある場合には、再委託先

の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め

委託者に報告しなければならない。 

 

第12条（事故発生の通知） 

１ 受託者は、委託業務の完了前に、本業務に直接的、間接的に影響のある事故が生じた

ときには、速やかにその状況を、書面をもって委託者に通知しなければならない。 

２ 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損し

た個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書

面をもって、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。 

 

第13条（委託者の解除権） 

１ 委託者は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合は本業務に関する契約

(業務委託契約等)を解除することができる。 

２ 前項に基づく契約解除の場合でも、第４条に関して、受託者は従うものとする。 

 

第14条（疑義についての協議） 

この取扱事項の各項目若しくはその他の文書で規定する個人情報の管理方法等につ

いて疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項につい

ては、両者協議の上定める。 

 

 

 本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、委託者及び受託者が各自署名（記名）捺

印の上、各１通を保有するものとする。 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

              （委託者） 東京都千代田区神田佐久間町一丁目９番地 

                  公益財団法人東京都中小企業振興公社 

                      理 事 長  井 澤  勇 治   ○印  

 

 

              （受託者） 

 

 


